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はじめに           
１ 経営戦略改定理由 

日本において水道や下水道等のインフラの大部分は、地方公共団体が住民の福祉の

増進を目的として設置する「公営企業」が運営・管理を行っており、近年全国的に、

物価上昇や土木施設の大量更新時期の到来に伴う費用の増加、人口減少による使用料

収入の減少等により、経営状況は厳しさを増しています。また、令和６年能登半島地

震の発生等、災害の激甚化・頻発化を踏まえ、下水道施設の耐震化が急務となってい

ます。 

一方、総務省は、公営企業が安定的なサービスの提供を継続できるよう、平成26

年度に中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を各公営企業に要請しま

した。また、平成31年３月には経営戦略の早期策定や改定に取り組むよう通知を出し

ています。さらに、令和４年１月25日付｢｢経営戦略」の改定推進について」において、

経営戦略の質を高めるための取組を反映するよう通知を出しています。なお、令和６

年最終改定の社会資本整備総合交付金交付要綱では、交付要件の一つに「使用料改定

の必要性の検証に係る要件」があり、経費回収率の向上に向けたロードマップの策定

が必要となっています。 

本市においても、下水道事業の経営は厳しい状況にあります。公共下水道事業につ

いては、未整備区域が残る中、限られた財源による早急な整備が求められています。

また、農業集落排水事業については、整備は完了しているものの、使用料収入の増加

や維持管理費等の支出の抑制といった、経営健全化の取組が求められています。 

このような状況に対応すべく、本市では平成29年３月に公共下水道事業を対象とし

た経営戦略を策定しました。また、令和２年度には地方公営企業法を適用（法一部適

用）したことや、農業集落排水事業が経営戦略を未策定であること等の状況より、経

営戦略の改定を実施しました。そして今回、前回策定時からの社会情勢の変化や令和

４年の総務省による上記通知を踏まえ、改めて経営戦略の見直しを行います。 

なお、公営企業としての下水道事業では、事業に要するすべての経費を独立採算で

賄うという完全な意味での独立採算の考え方は採っておらず、企業経営に伴う収入を

基本としつつ、一般会計が負担すべき経費については一般会計等からの繰り入れが認

められています。このように、公共性と独立採算制の調和が図られていることが 

公営企業の特徴であり、民間企業との基本的な相違になって

います。 

また、経営戦略の改定により、健全な経営に基づく下水道

の運営に努めていきます。持続可能な開発目標であるＳＤＧ

ｓにもある、「すべての人々（市民）の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する」よう努めていきます。  

図 1 ＳＤＧｓ関連項目 
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２ 弥富市の公共下水道事業と農業集落排水事業 

本市の汚水処理は、流域関連公共下水道（日光川下流処理区）、農業集落排水（７

処理区）、コミュニティ・プラント及び浄化槽によって計画されています。令和５年

度末の整備面積は、流域関連公共下水道が390.9ha（全体計画548.4haの約71％）、農

業集落排水が445.0ha（整備済み）となっています。 

また、整備人口は、流域関連公共下水道が約23,000人、農業集落排水が約7,000人

となっています。住民基本台帳人口約43,600人に対し、汚水処理人口は約36,300人で

あり、汚水処理人口普及率は83.3％です。 

 

表1 公共下水道・農業集落排水事業の概要（令和５年度末現在） 

 

※  汚水処理人口及び汚水処理人口普及率は、コミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽を含む。 

 

３ 計画期間・試算期間 

本経営戦略の計画期間は、令和７年度から令和16年度までの10年間としています。

また、整備を完了し、企業債の償還完了を含む令和46年度まで40年間の長期的な試算

も行いました。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

弥富北西部 広大海 鍋田 十四山北部 十四山南部 十四山西部 十四山東部

図2中の凡例

全体計画区域面積 548.4ha 55.0ha 36.0ha 37.0ha 83.0ha 66.0ha 99.0ha 69.0ha

整備済面積 390.9ha 55.0ha 36.0ha 37.0ha 83.0ha 66.0ha 99.0ha 69.0ha

全体計画人口 28,970人 － － － － － － －

整備人口 22,737人 1,087人 539人 415人 1,029人 787人 1,570人 1,321人

住民基本台帳人口

汚水処理人口

汚水処理人口普及率 83.3%

処理区
農業集落排水事業

下水道事業

43,581人

36,292人
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弥富北西部処理区 

十四山北部処理区 

十四山東部処理区 

十四山南部処理区 

広大海処理区 

十四山西部処理区 

鍋田処理区 

図 2 公共下水道・農業集落排水事業区域（R5年度末現在） 

楽荘団地地区 
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１ 事業概要                          

１－１ 事業の概要 

（１）施設 

※１ 「法適」とは、地方公営企業法を適用した事業であることを示す。「非適」とは、地方公営企業法を適用してな

い事業であることを示す。「全部適用」とは、地方公営企業法をすべて適用していることを示す。「一部適用」と

は、地方公営企業法の財務規定のみ適用していることを示す。 

※２ 日光川下流流域下水道の構成市町 ５市２町（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、稲沢市） 
※３ 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくもの 

を含む。）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部 

を共同して管理・執行する場合（使用料徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水道事業・農業集落排水事業及び浄化槽等の各種処理施設の

中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処

理区の統廃合を伴わない。）を指す。 

 

（２）使用料（税抜き） 

※４ 「条例上の使用料」とは、一般家庭における20m3/月の使用料をいう。 

※５ 「実質的な使用料」とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m3を乗じたもの（家庭用のみでな 

く業務用を含む。）をいう。  

供 用 開 始 年 度 

(供用開始後年数) 

平成21年度 

（14年） 

法適※１ 

（全部適用・一部適用）

非適の区分 

一部適用 

処 理 区 域 内 

人口 密度 
54人/ha 

流域下水道等への   

接続の有無 

日光川下流流域下水

道※２へ接続 

処 理 区 数 １処理区 

処 理 場 数 無 

広域化・共同化・ 

最適化 実施状況※３ 
使用料徴収事務を海部南部水道企業団に委託している。 

一般家庭用使用料体

系の概要・考え方 

基本使用料 １使用月につき10m3まで1,500円 

超過使用料 排除汚水量 10m3を超え 50m3まで １m3につき150円 

      排除汚水量 50m3を超え100m3まで １m3につき180円 

      排除汚水量100m3を超え500m3まで １m3につき210円 

      排除汚水量500m3を超える場合 １m3につき240円 

業務用使用料体系の 
概要・考え方 

一般家庭用使用料体系と同じ 

その他の使用料体系 
の概要・考え方 

一般家庭用使用料体系と同じ 

条例上の使用料※４

（20m3/月） 

※過去３年度分を記載 

令和３年度 3,000円 実質的な使用料※５

（20m3/月） 

※過去３年度分を記載 

令和３年度 3,532円 

令和４年度 3,000円 令和４年度 3,531円 

令和５年度 3,000円 令和５年度 3,532円 

5
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（３）組織 

 

１－２ 民間活力の活用等 

※６ 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含む。）を用いた収 

入増につながる取組を指す。 

※７ 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた収入増につながる取組を指 

す（単純な売却は除く。）。 

 

  

職 員 数 
９人 

（公共下水道事業と農業集落排水事業を運営している。） 

事業運営組織 

建設部下水道課 

 （令和２年度に経営管理グループを施設管理グループと業務グループに分

割し業務配分の見直しを行っている。） 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む。） 
水質検査業務を民間委託している。 

イ 指定管理者制度 

日光川下流流域下水道の終末処理場

は水と緑の公社が指定管理者となっ

ているが、市で管理しているのは管

渠だけであるため、指定管理者制度

については未検討である。 

ウ PPP・PFI 今後検討していく。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用※６ 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 

エネルギー利用に有効な施設がない

ため未検討である。 

イ 土地・施設等利用※７ 

（未利用土地・施設の活用等） 

市で管理しているのは管渠だけであ

るため、未利用土地等はない。 

6
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１－３ 経営比較分析表を活用した現状分析 

■ 令和４年度決算経営比較分析表（公共下水道事業） 

経営比較分析表（19頁参照）においては、経常収支比率、経費回収率等、計11

点の経営指標が整理されています。ここでは、本市が該当する10点の経営指標に

より、経営状況を示します。 

以下に各指標の現状分析結果を示します。指標の分析に際しては、全国平均及

び類似団体※８平均を用いて実施しました。 

 

※８ 総務省にて地方公共団体を３つの指標（処理区域内人口、処理区域内人口密度、供用開始

後年数）にて分類。本市と同じ分類は本市以外に３団体で、以下のとおりである。 

愛知県愛西市、清須市 

    愛媛県砥部町 

 

  表1-1 類似団体分類表 

 

    

処理区域内
人口区分

処理区域内
人口密度区分

供用開始後
年数別区分

 類型区分 団体数 備考

政令市等 政令市等 21

100人/ha以上 Aa 33

75人/ha以上 Ab 30

30年以上 Ac1 46

30年未満 Ac2 2

50人/ha未満 Ad 59

100人/ha以上 Ba 8

30年以上 Bb1 25

30年未満 Bb2 2

30年以上 Bc1 63

30年未満 Bc2 12

30年以上 Bd1 158

30年未満 Bd2 23

75人/ha以上 Ca 3

30年以上 Cb1 25

15年以上 Cb2 22

15年未満 Cb3 4 弥富市含む

30年以上 Cc1 153

15年以上 Cc2 150

15年未満 Cc3 19

30年以上 Cd1 122

15年以上 Cd2 186

15年未満 Cd3 11

1,177合　　計

50人/ha以上

3万以上

75人/ha以上

50人/ha以上

50人/ha未満

3万未満

50人/ha以上

25人/ha以上

25人/ha未満

10万以上

7
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（１）経営の健全性・効率性 

ア 経常収支比率 

当該指標は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方

債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度の収支が

黒字であることを示す100％以上となる必要があります。 

 

経常収支比率 ＝ 経常収益 ／ 経常費用 × 100 

 

本市の経常収支比率は100％を超えており、全国平均や類似団体平均と同等とな

っています。今後についても100％以上を維持していく必要がありますが、一般会

計からの繰入金に依存している状況であるため、経常収益の増加（適正な使用料

設定）、経常費用の縮減により、経費回収率の向上を図る必要があります。 

なお、令和４年度決算において、収益的収支における繰入金合計241,149千円の

うち、基準内が194,673千円（81％）、基準外が46,476千円（19％）です。 

  

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 116.98100.32106.07

平均 105.20102.60106.52

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

（％） 経常収支比率【R4全国平均 106.11】

図1-1 経常収支比率の推移 

※９ 地方公営企業法の適用前である R1以前については、収益的収支比率と

いう別の指標となるため、ここでは地方公営企業法の適用後である R2以降

について示す。 

※10 図中の「平均」は、類似団体区分 Cb3 に属する４団体の平均値を表す（次

頁以降も同様）。 

※11 全国平均値（Cb3 以外の区分も含む）については、図中で【R4全国平均】

と示す（次頁以降も同様）。 

 

8
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イ 累積欠損金比率 

当該指標は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前

年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累

積した欠損金のこと）の状況を表す指標です。累積欠損金が発生していないこと

を表す０％であることが求められます。 

 

累積欠損金比率 ＝ 当年度末処理欠損金 ／（営業収益－受託工事収益）× 100 

 

本市においては、累積欠損金が発生しておらず、本指標の視点からは経営の健

全性に課題はありません。接続促進による水洗化率の向上はありますが、将来的

な人口減少に伴う使用料収入の減少、維持管理費等の高騰が想定される中、今後

も欠損金なしを維持できるように経営改善の検討が必要です。 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 0.00 0.00 0.00

平均 47.88 55.31 22.09

0

10

20

30

40

50

60

（％） 累積欠損金比率【R4全国平均 3.15】

図1-2 累積欠損金比率の推移 

9
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ウ 流動比率 

当該指標は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。当該指標につい

ては、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況

を示す100％以上であることが必要です。 

 

流動比率 ＝ 流動資産 ／ 流動負債 × 100 

 

本市の流動比率は116％程度であり、全国平均を上回っていますが、類似団体平

均を下回っています。当該指標が100％を超えていることから、１年以内に支払う

べき債務に対し、支払うことができる現金等がある（現金化できる資産がある）

状況を示しています。 

建設改良費に充てる新規の企業債借入が償還元金を上回っていることから、下

水道整備期間においては低い水準となることが見込まれます。一方で、単年度工

事の平準化等、企業債の借入抑制に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 88.14 82.65 116.20

平均 151.49123.63136.09

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

（％） 流動比率【R4全国平均 73.44】

図1-3 流動比率の推移 
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エ 企業債残高対事業規模比率 

当該指標は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模

を表す指標です。当該指標の明確な数値基準はありませんが、他団体との比較等

で自団体の置かれている状況を把握し、適切な数値となっているか、確認が必要

となります。 

 

企業債残高対事業規模比率 ＝（企業債現在高合計－一般会計負担額）／ 

（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）× 100 

参考：企業債残高対事業規模比率(法適用前)  

             ＝ 地方債現在高合計 ／ 営業収益 × 100 

 

本市の企業債残高対事業規模比率は1,100％程度となっており、全国平均を上回

っている一方で、類似団体平均を下回っています。今後、接続促進による使用料

収入の増加がありますが、人口減少による使用料収入減少、建設工事による新規

企業債及び資本費平準化債の借入による地方債現在高の増加があるため、1,000％

前後を推移すると推察されます。 

 

 

 

※12 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

  （法適用前の R1以前を橙色で示す（次頁以降も同様）。） 

 

 

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 135.39 784.92 1,121.22 1,184.11 857.91 1,123.77

平均 985.65 1,677.13 2,191.91 2,103.92 2,411.29 3,637.99

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

（％） 企業債残高対事業規模比率【R4全国平均 652.82】

図1-4 企業債残高対事業規模比率の推移 
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オ 経費回収率 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表

した指標です。使用料で回収すべき経費をすべて使用料で賄えている状況を示す

100％以上となる必要があります。 

 

経費回収率 ＝ 下水道使用料 ／ 汚水処理費（公費負担分※13を除く）× 100 

 

本市の経費回収率は90％程度となっており、類似団体平均を上回っている一方

で、全国平均を下回っています。将来的な人口減少に伴う使用料収入の減少、維

持管理費等の高騰が想定される中、下水道接続の促進による使用料収入の増加や

不明水対策による汚水処理費の減少等、100％以上となるよう今後も経費回収率の

向上に努めていく必要があります。 

 

 

 

※13 公費負担分とは、地方公営企業の繰出基準に基づく基準内繰入額を指す。分流式下水道等に要する

経費、不明水の処理に要する経費等の基準がある。 

※14 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 86.09 88.29 87.34 89.17 90.07 89.75

平均 62.11 67.37 78.20 83.47 79.77 86.76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

（％） 経費回収率【R4全国平均 97.61】

図1-5 経費回収率の推移 
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カ 汚水処理原価 

当該指標は、有収水量1㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・

汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。当該指

標の明確な数値基準はありませんが、他団体との比較等で自団体の置かれている

状況を把握し、適切な数値となっているか、確認が必要となります。 

 

汚水処理原価 ＝ 汚水処理費（公費負担分を除く）／ 年間有収水量 

 

本市の汚水処理原価は、法適用前において減少傾向にあったのが、法適用後に

は200円/㎥程度の推移となっており、全国平均及び類似団体平均よりも高くなっ

ています。前記の経費回収率が100％未満であることを踏まえ、建設投資の効率化

や維持管理費の削減、接続率の向上による経営改善に取り組む必要があります。 

 

 

 

※15 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 231.11 220.89 184.17 199.06 196.05 196.73

平均 225.27 202.08 200.11 171.43 181.45 190.07

0

100

200

300

400

500

（円/m3） 汚水処理原価【R4全国平均 138.29】

図1-6 汚水処理原価の推移 
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キ 水洗化率 

当該指標は、現在処理区域内人口のうち、実際に排水設備等を設置して下水道

を利用している人口の割合を表した指標です。公共用水域の水質保全や、使用料

収入の増加等の観点から100％となっていることが望ましいです。 

 

水洗化率 ＝ 現在水洗便所設置済人口 ／ 現在処理区域内人口 × 100 

 

本市における令和４年度の水洗化率は約50％であり、類似団体平均や全国平均

と比べて低い水準となっています。なお、本市では啓発活動等の接続促進を実施

し、水洗化人口は向上していますが、順次供用開始区域の拡大をしていることか

ら、概ね横這いとなっています。 

水洗化率の向上は、使用料収入の増加に直結し、経費回収率の改善に寄与する

ため、下水道接続の推進活動に引き続き取り組んでいくことが望まれます。 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 44.86 45.47 45.95 47.69 47.43 49.40

平均 61.88 62.16 60.90 63.65 62.48 63.19
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10
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40

50

60

70

80

90

100

（％） 水洗化率【R4全国平均 95.82】

図1-7 水洗化率の推移 
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（２）老朽化の状況 

ア 有形固定資産減価償却率 

当該指標は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでい

るかを示す指標で、資産の老朽化度合を示しています。当該指標については、明

確な数値基準はありませんが、他団体との比較等で自団体の置かれている状況を

把握し、適切な数値となっているか、確認が必要となります。 

 

有形固定資産減価償却率 ＝ 有形固定資産減価償却累計額 

／ 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 × 100 

 

本市の有形固定資産減価償却率は5.57％となっており、全国平均や類似団体平

均を下回っています。本市では令和２年度に法適用したばかりであり、帳簿原価

（令和元年度末価額）に対する減価償却累計額の割合が小さくなっています（次

頁イメージ図参照）。今後は減価償却累計額が年々増加し、将来の改築（更新・

長寿命化）が必要な資産が多くなっていくと予想されます。 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 1.95 3.78 5.57

平均 6.42 8.28 10.66

0

10

20

30

40

50

60

（％） 有形固定資産減価償却率【R4全国平均 39.74】

図1-8 有形固定資産減価償却率の推移 
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Ａは今後も固定であり、Ｂの累計額が経年的に⼤きくなっていき、
耐⽤年数に近い資産の割合が⼤きくなる。
（資産の⽼朽度合いや改築の必要性を間接的に表している。）

Ａ
法適用時の
帳簿原価

取
得
価
額

評
価
額

Ｂ
法適用後の
減価償却額

年度供用開始

減価償却

有形固定資産減価償却率 ＝ Ｂ／Ａ

法適用 評価時点 法定耐用年数
(管渠50年)の経過

図1-9 有形固定資産減価償却率のイメージ 
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イ 管渠老朽化率 

当該指標は、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、管渠の老

朽化度合を示しています。当該指標については、明確な数値基準はありませんが、

他団体との比較等で自団体の置かれている状況を把握し、適切な数値となってい

るか、確認が必要となります。 

 

管渠老朽化率 ＝ 法定耐用年数を経過した管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

 

本市の下水道事業は、平成14年度に事業着手・平成15年度より整備を開始して

おり、令和５年度末まで全体計画区域の約71％に当たる390.9haの整備が完了して

いる。令和６年現在で整備開始より20年程度であり、法定耐用年数50年を超えた

管渠はないため、管渠老朽化率は０％となっています。 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 0.00 0.00 0.00

平均 0.00 0.00 0.00

0

10

20

30

40

50

60

（％） 管渠老朽化率【R4全国平均 7.62】

法定耐用年数を経過した

管渠は無い

図1-10 管渠老朽化率の推移 
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ウ 管渠改善率 

当該指標は、当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新

ペースや状況を把握できます。当該指標については、明確な数値基準はありませ

んが、数値が２％の場合、すべての管渠を更新するのに50年かかる更新ペースで

あることが把握できます。 

 

管渠改善率 ＝ 改善（更新・改良・維持）管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

 

本市における令和４年度の管渠改善率は0.33％であり、布設総延長の増加等に

より前年度と比べ数値は低下していますが、一部管渠にクラックが見られること

から、順次更新しています。 

平成15年度から管渠等の整備を行っており、整備から年数が経っていないこと

から、老朽化はあまり進んでいません。定期的に点検・調査を行い、長寿命化に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 1.07 0.39 0.33 0.31 0.39 0.33

平均 0.33 0.29 0.44 0.03 0.05 0.08

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

（％） 管渠改善率【R4全国平均 0.23】

図1-11 管渠改善率の推移 
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２ 将来の事業環境                       

２－１ 行政区域内人口の予測 

将来行政区域内人口については、「弥富市人口ビジョン 令和６年３月」によ

る推計人口を採用しました。この推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所に

よる推計値に施策効果を見込んで推計したもので、第２次弥富市総合計画に採用

した推計人口です。この推計は、現況値より減少を続ける推計となっており、令

和７年に42,551人である人口は、令和17年には41,099人となり、10年間で1,450人

程度減少する推計結果となっています。 

出典）「弥富市人口ビジョン 令和６年３月」 

図1-12 行政区域内人口推計結果 

 
表1-2 行政区域内人口推計結果と人口倍率 

 

  

H27 R２ R７ R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

人口（人） 43,269 43,059 42,551 41,845 41,099 40,460 39,867 39,242 38,504 37,674

倍率（R２年＝１） - 1.000 0.988 0.972 0.954 0.940 0.926 0.911 0.894 0.875

推計実績

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000
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行
政
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内
人
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人

）

→推計人口
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２－２ 施設の見通し 

弥富市では日光川下流流域下水道へ接続しているため、市の管理する処理場・

ポンプ場はありません。よって、ここでは管渠について示します。 

 

（１）現状 

弥富市公共下水道の管渠整備は、令和５年度までに全体計画区域548.4haの

約71％の整備が完了しています。令和４年度の汚水適正処理構想における市街

化調整区域の大幅な削減も踏まえ、整備率は増加していますが、今後も引き続

き鋭意整備を進めていきます。 

 

表1-3 公共下水道事業整備済面積（令和５年度末現在） 

 

 

 

 

（２）今後の予定 

ア 新規整備 

年度ごとの整備面積や概算事業費※16を以下に示します。令和７年度は

16.7ha/年、それ以降は12.5ha/年程度のペースで整備を行う予定です。 

なお、車新田地区の市街化調整区域（20.2ha）において、令和16年度より土

地区画整理事業による市街化区域への編入・下水道区域の追加が予定されてい

ることから、当該開発区域を将来の下水道計画区域として見込みます。 

 

表1-4 公共下水道整備の概算事業費 

 
※16 概算事業費は翌年度の設計費を含む。       ※17 物価上昇を考慮する。 

※18 開発区域を除く。 

 

イ 改築 

 年度ごとの管路施設の改築費用を以下に示します。 

   令和４年度に策定した弥富市下水道ストックマネジメント計画に基づき、計

画的な改築更新を行う予定です。 

表1-5 管路施設の改築事業費 

 

  

R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

整備面積（ha） 16.7 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

整備費用
（百万円）

614 476 480 484 488 492 496 500 504 483

市街化区域 市街化調整区域 計

面識（ha） 548.4 301.4 89.5 390.9

割合（％） 100 55 16 71

整備済区域
全体計画区域

R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

改築費用
（百万円）

18 10 14 27 28 28 28 28 29 29

※19 物価上昇を考慮する。 
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２－３ 有収水量の予測 

有収水量は、下水道整備面積の増加、接続人口の増加の要因により増加を続け

る見込みとなっています。有収水量については、以下の手順で算定しています。 

（１）整備区域内人口は、管渠整備面積と人口密度を基に算定しました。 

（２）水洗化人口は、水洗化率が計画期間に51％から62％へ上昇するものとし

て算定しました。 

（３）流入汚水量は、１人当たりの汚水量原単位と水洗化人口を基に算定しま

した。汚水量原単位は実績相当の値としました。 

（４）有収水量は、流入汚水量と有収率（令和５年度実績）を基に算定しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※20 行政区域内人口は、令和７年にピークとなる見込みだが、それ以降も下水道整備や水洗化が進捗

することにより、有収水量は増加する見込みである。 

図1-13 有収水量と整備面積の予測結果 

 

表1-6 各種水量と整備面積※21の予測結果 

 
※21 整備面積は本計画策定時（令和６年度）の予定である。 

※22 日最大流入汚水量は、日平均流入汚水量を0.75（全体計画における負荷率）で除した値である。 

 

  

R７ R16 R26 R36 R46

日平均 3,909 5,966 7,085 7,510 7,777

日最大 5,212 7,955 9,447 10,013 10,369

3,460 5,250 6,223 6,593 6,825

414 546 569 569 569

項目
流入汚水量

（m
3
/日）

有収水量（m
3
/日）

整備済み面積(ha)

※20 

※22 
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２－４ 水洗化率と使用料収入の見通し 

これまでと同様に下水道接続の啓発を行うことにより、水洗化率は目標年度で

ある令和16年度に62%程度に達すると推定しました。使用料収入は、有収水量に比

例した伸びとなる見通しです。 
 

 

図1-14 水洗化率と使用料収入の予測結果 

 

 

２－５ 組織の見通し 

下水道課は９人の職員で公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しています。

経営戦略の計画期間内においては、現在の組織体制を維持する計画です。 

 

 

図1-15 下水道課組織図 
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３ 経営の基本方針                       

公共下水道の役割である「公衆衛生の向上」「公共用水域の水質保全」を持続さ

せるため、以下４つの基本方針を掲げます。 

 

適切で計画的な事業執行 

これまでの建設投資に伴う企業債及び下水道整備に係

る費用等により厳しい経営となっておりますが、限られ

た財源の中、適切な事業計画と財政計画を基に経営を行

います。 

効率的な事業執行 業務の効率化とコスト削減に取り組みます。 

収入の確保と負担の適正

化 

財政基盤の強化のため、接続促進向上による収入の確

保と他会計繰入金の適正化を図ります。 

収入の確保のため使用料を確実に収入するとともに、

国庫補助金や企業債の資金を適切に調達します。 

公共下水道等使用料徴収事務に関することは、平成22

年度に海部南部水道企業団と協定を結んでおり、使用料

の収納率向上を図っていきます。 

水洗化の促進 

公共用水域の水質保全のため、接続促進のための資料

の各戸配布や戸別訪問を行い、さらに下水道事業宅内配

管整備資金融資あっせん制度により、未接続者への接続

促進に努めていきます。 
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４ 投資・財政計画（収支計画）                 

４－１ 投資・財政計画（収支計画） 

（１）経営戦略における目標値 

以下のとおり計画期間内の目標を定め、その達成に努めます。 

 

経費回収率の向上 

公共下水道事業は本市の発展に大きく貢献するもので

あり、事業着手からこれまでに多くの投資を行ってきて

います。回収するべき経費は未だ回収しきれていません

が、経費回収率は令和４年度で90％程度となっています。

（参考：類似団体平均は約87％）しかし、計画期間内は

100％以上で推移する見込みとなっています。 

水洗化率の向上 

本市の公共下水道事業の水洗化率は、近年上昇傾向に

あり、令和４年度末で49％程度に達しています。（参考：

類似団体平均は約63％）今後も徐々に上昇し、計画期間

内には62％程度になると予測しています。整備済み区域

については水洗化率100％を目指します。 

他会計繰入金の抑制 

公共下水道事業はその公共性から他会計繰入金も財源

の一部となっているのが現状です。多くの投資が必要と

なる中、市全体の財政の負担にならないよう、総務省通

達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入金

（基準外繰入）の抑制に努めます。 

 

 

（２）投資・財政の見通し（税込み） 

上記の目標を達成するため策定した「投資・財政計画（収支計画）」を、 

32及び33頁に示します。 
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４－２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

投資額については、主に施設の建設にかかる費用（建設改良費）と、企業債償

還金を計上しています。 

 

■投資額の主な内訳 

建設改良費 
管路施設の整備費用、改築費用、流域下水道建設負担

金及び職員給与費を計上しています。 

企業債償還金 

令和６年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、

上記建設改良費及び償還元金の財源として起債予定の企

業債に係る償還金を加えて推計しています。 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

上述の投資計画を遂行するための財源については、以下のとおりです。 

 

■収入の主な内訳 

使用料収入 

有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入／

有収水量）の実績を乗じて推計しています。使用料収入

は施設の維持管理費の他、企業債償還金にも充当します。 

国（県）補助金 
国（県）による補助金等が見込める事業（主に建設事

業）に関しては、補助金等を見込んでいます。 

他会計繰入金 
一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から

通知される繰出基準を踏まえて推計しています。 

長期前受金戻入 

固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助金等

を一旦、繰延収益（長期前受金）として貸借対照表の負

債の部に計上し、取得した固定資産の減価償却に見合う

分を毎年度取り崩して収益に計上しています。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

収支計画のうち投資にかかる建設改良費以外の経費については、過去の投資状

況及び今後の事業計画を踏まえ、支出項目別に検討を行いました。計画策定に当

たって前提とした主な内容は、次のとおりです。 

 

■収支計画のうち投資以外の経費に関する説明 

営業費用（職員給与費） 

公共下水道事業は整備中であり、資本的支出及び収益

的支出への計上を行っています。職員数の増減は予測が

困難ですが、実績平均値により将来値を推計しています。 

営業費用（その他） 

主に施設の維持管理費を計上しています。汚水処理水

量に比例する傾向にあるものと、そうでないものに分け、

前者については処理水量当たりの費用の実績平均値に処

理水量を乗じて算出し、後者については費用の実績平均

値で将来値を推計しています。 

減価償却費 

減価償却費は、下水管渠等の長期間にわたって利用す

る資産を購入した場合、その購入価額をいったん資産と

して計上し、当該金額を資産の耐用年数にわたって規則

的に費用として配分して算出しています。 

企業債償還金と同様に令和６年度までに取得済みの資

産に係る減価償却費に、令和７年度以降に取得予定の資

産に係る減価償却費を加えて推計しています。 
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４－３ 投資・財政計画（収支計画）のポイント 

策定した投資・財政計画（収支計画）は、総支出に対して不足する財源を繰入

金として受領することで、計画期間内では収支均衡となっています。しかし、経

費回収率の現状を踏まえれば、過度な企業債を負担することなく、施設のライフ

サイクルコストを最小限に抑えながら事業を効率的に運営していくことが重要で

す。これらの観点から、投資・財政計画（収支計画）の中でポイントとなる項目

について取り上げます。 

 

（１）経費回収率の推移 

下水道事業の経費回収率は、計画期間当初より概ね100％以上となります。経

費回収率は、使用料収入を汚水処理費※23（汚水資本費＋維持管理費）で除して

算定していますが、この汚水処理費からは、一般会計から繰り入れる費用である

公費負担分を除いています。この繰り入れる費用は、総務省による繰出基準に基

づいた基準内繰入金となっています。よって、実際に必要な汚水処理費を使用料

収入で賄うことはできていませんが、経費回収率は100％を超える推移となって

います。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※23 経費回収率算定における汚水処理費は、公費負担分を除く金額である。 

図1-16 経費回収率の予測結果 
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（２）建設改良費と企業債償還金の推移 

公共下水道事業は、年度ごとの整備量や改築量に従い建設改良費を計上してい

ます。令和７年度では17ha/年程度、令和８年度以降では12.5ha/年程度の整備面

積を予定しており、それぞれ平準化された建設改良費を計上しています。なお、

企業債償還金については、計画年次（R7年度～R16年度）の後、令和21年度にピ

ークを迎え、その後は減少傾向となる見込みです。 

 

 

図1-17 建設改良費と企業債償還金の予測結果 

 

 

図1-18 建設改良費の内訳  
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（３）他会計繰入金の推移 

本計画における他会計繰入金は、毎年300百万円程度で推移しており、計画年

次（R7年度～R16年度）後にピークを迎えた後は減少傾向となる見込みです。 

使用者負担の原則によれば、収益的収支において、支出は使用料収入で賄うこ

とが望ましいとされていますが、公共下水道事業は、企業債償還金の増大による

収支の不足分を他会計繰入金で補っているのが現状です。なお、企業債償還金の

元金は資本的支出、利子は収益的支出に計上されます。 

資本的収支においては、整備には多額の初期投資を要することから、償還額の

負担は世代間負担の公平性を確保する観点からもやむを得ないものと考えてい

ます。 

しかしながら、適正な負担水準を維持するとともに次世代に過度な負担を先送

りしないためにも、コスト削減や使用料収入の確保に努めます。 

 

 
図1-19 他会計繰入金の予測結果 

  
表1-7 他会計繰入金の予測結果 

 

 

（２）建設改良費と企業債償還金の推移、（３）他会計繰入金の推移及び維持

管理費の各項目をまとめた図を次頁に示します。計画期間内においては、各投資

額が増加傾向となる見込みです。 
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図 1-20 各項目の推移
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第２章  

農業集落排水事業編 
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１ 事業概要                          

１－１ 事業の概要 

（１）施設 

※１ 「法適」とは、地方公営企業法を適用した事業であることを示す。「非適」とは、地方公営企業法を適用してな

い事業であることを示す。「全部適用」とは、地方公営企業法をすべて適用していることを示す。「一部適用」と

は、地方公営企業法の財務規定のみ適用していることを示す。 

※２ 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくもの 

を含む。）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部 

を共同して管理・執行する場合（使用料徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水道事業・農業集落排水事業及び浄化槽等の各種処理施設の

中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処

理区の統廃合を伴わない。）を指す。 

（２）使用料（税抜き） 

※３ 「併用住宅」とは、一般家庭と業務用と区別し難い建物を指す。 

※４ 「条例上の使用料」とは、一般家庭における20m3/月の使用料をいう。 

※５ 「実質的な使用料」とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m3を乗じたもの（家庭用のみでな 

く業務用を含む。）をいう。  

供 用 開 始 年 度 

(供用開始後年数) 

弥富北西部：平成12年度（24年） 

広 大 海：平成14年度（22年） 

鍋   田：平成15年度（21年） 

十四山北部：平成11年度（25年） 

十四山南部：平成16年度（20年） 

十四山西部：平成21年度（15年） 

十四山東部：平成26年度（10年） 

法適※１ 

（全部適用・一部

適用）非適の区分 

一部適用 

処 理 区 域 内 

人口 密度 
15人/ha 

流域下水道等への   

接続の有無 
無 

処 理 区 数 ７処理区 

処 理 場 数 ７処理場 

広域化・共同化・ 

最適化 実施状況※２ 
使用料徴収事務を海部南部水道企業団に委託している。 

一般家庭用使用料体

系の概要・考え方 

基本使用料 １使用月につき10m3まで1,000円 

超過使用料 排除汚水量 10m3を超える場合   １m3につき120円 

併用住宅用使用料体系

の概要・考え方※３ 

基本使用料 １使用月につき10m3まで2,000円 

超過使用料 排除汚水量 10m3を超える場合   １m3につき120円 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 
併用住宅用使用料体系と同じ 

条例上の使用料※４

（20m3/月） 

※過去３年度分を記載 

令和３年度 2,200円 
実質的な使用料※５

（20m3/月） 

※過去３年度分を記載 

令和３年度 2,443円 

令和４年度 2,200円 令和４年度 2,454円 

令和５年度 2,200円 令和５年度 2,459円 
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（３）組織 

 

１－２ 民間活力の活用等 

※６ 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含む。）を用いた収 

入増につながる取組を指す。 

※７ 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた収入増につながる取組を指 

す。（単純な売却は除く。） 

 

 

  

職 員 数 
９人 

（公共下水道事業と農業集落排水事業を運営している。） 

事業運営組織 

建設部下水道課 

 （令和２年度に経営管理グループを施設管理グループと業務グループに分

割し業務配分の見直しを行っている。） 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む。） 

処理場・管渠・中継ステーション等

の維持管理業務を民間委託している

（７処理場）。 

イ 指定管理者制度 

現在の民間委託を継続していく予定

のため、指定管理者制度については、

未検討である。 

ウ PPP・PFI 
現在の民間委託を継続しつつ、ＰＰ

Ｐ・ＰＦＩについても検討していく。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用※６ 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 

エネルギー利用に有効な施設がない

ため未検討である。 

イ 土地・施設等利用※７ 

（未利用土地・施設の活用等） 

活用する土地・施設がないため未検

討である。 
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１－３ 経営比較分析表を活用した現状分析 

■ 令和４年度決算経営比較分析表（農業集落排水事業） 

経営比較分析表（49頁参照）においては、経常収支比率、経費回収率等、計11点

の経営指標が整理されています。ここでは、本市が該当する11点の経営指標により、

経営状況を示します。 

以下に各指標の現状分析結果を示します。指標の分析に際しては、全国平均及び

類似団体※８平均を用いて実施しました。 

※８ 総務省にて地方公共団体を供用開始後年数にて分類。本市と同じ分類は621団体。 

愛知県内では本市以外に14団体で、以下のとおりである。 

  岡崎市、豊川市、豊田市、安城市、犬山市、小牧市、稲沢市、新城市、日進市、愛西市、 

  美浜町、幸田町、設楽町、東栄町 

 

   表2-1 類似団体分類表 

 
 

 

 

 

  

供用開始後
年数別区分

 類型区分 団体数 備考

30年以上 F1 246

15年以上 F2 621 弥富市含む

15年未満 F3 8

875合　計
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（１）経営の健全性・効率性 

ア 経常収支比率 

当該指標は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方

債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度の収支が

黒字であることを示す100％以上となる必要があります。 

  

経常収支比率 ＝ 経常収益 ／ 経常費用 × 100 

 

本市の経常収支比率は99.71％と、全国平均や類似団体平均、本市の公共下水道

事業を下回っています。経費回収率が低く（オ 参照）、一般会計からの繰入金に

依存している状況であるため、経常収益の増加（適正な使用料設定）、経常費用

の縮減により、経費回収率の向上を図る必要があります。 

なお、令和４年度決算において、収益的収支における繰入金合計127,254千円の

うち、基準内が79,716千円（63％）、基準外が47,538千円（37％）となっていま

す。 

  

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 109.82101.11 99.71

平均 106.37106.07105.50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

（％） 経常収支比率【R4全国平均 103.61】

図2-1 経常収支比率の推移 

※９ 地方公営企業法の適用前である R1以前については、収益的収支比率と

いう別の指標となるため、ここでは地方公営企業法の適用後である R2以降

について示す。 

※10 図中の「平均」は、類似団体区分 F2に属する 621 団体の平均値を表す

（次頁以降も同様）。 

※11 全国平均値（F2以外の区分も含む）については、図中で【R4全国平均】

と示す（次頁以降も同様）。 
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イ 累積欠損金比率 

当該指標は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前

年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累

積した欠損金のこと）の状況を表す指標です。当該指標については、累積欠損金

が発生していないことを表す０％であることが求められます。 

 

累積欠損金比率 ＝ 当年度末処理欠損金 ／（営業収益－受託工事収益）× 100 

 

本市の農業集落排水事業においては、令和４年度に単年度赤字となり、累積欠

損金が計上されました。投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上等によ

る経営改善に取り組み、黒字化を目指す必要があります。 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 0.00 0.00 1.62

平均 139.02132.04145.43
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（％） 累積欠損金比率【R4全国平均 133.62】

図2-2 累積欠損金比率の推移 
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ウ 流動比率 

当該指標は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。当該指標につい

ては、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況

を示す100％以上であることが必要です。 

 

流動比率 ＝ 流動資産 ／ 流動負債 × 100 

 

本市の流動比率は47％程度であり、全国平均や類似団体平均を上回っているも

のの、企業債償還の財源を繰入金に依存しており、現金化できる資産が無いこと

が要因として考えられますが、将来、企業債償還金の減少に伴い流動負債も減少

し、流動比率の改善が見込まれます。また、使用料増収等の支払能力を高めるた

めの経営改善を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 39.53 45.94 47.22

平均 29.13 35.69 38.40
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（％） 流動比率【R4全国平均 36.94】

図2-3 流動比率の推移 

40



 

44 
 

エ 企業債残高対事業規模比率 

当該指標は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模

を表す指標です。当該指標の明確な数値基準はありませんが、他団体との比較等

で自団体の置かれている状況を把握し、適切な数値となっているか、確認が必要

となります。 

 

企業債残高対事業規模比率 ＝（企業債現在高合計－一般会計負担額）／ 

（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）× 100 

参考：企業債残高対事業規模比率(法適用前)  

             ＝ 地方債現在高合計 ／ 営業収益 × 100 

 

本市の企業債残高対事業規模比率は、法適用後に減少傾向を示しており、令和

４年度においては720％程度となっています。これは、全国平均や類似団体平均、

本市公共下水道事業の1,123.77％を大きく下回っています。 

本市の農業集落排水整備は完了しており、かつ事業を開始した平成５年度より

30年程度が経過しています。これらを踏まえ、今後、企業債の償還額が減少傾向

となり、かつ使用料改定に伴い使用料収入が増加する場合、当該指標は年々低減

していく見込みです。 

 

 

 

※12 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

  （法適用前の R1以前を橙色で示す（次頁以降も同様）。） 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 1,139.38 1,085.19 1,231.15 1,040.84 967.20 720.95

平均 855.80 789.46 881.84 867.83 791.76 900.82
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（％） 企業債残高対事業規模比率【R4全国平均 809.19】

図2-4 企業債残高対事業規模比率の推移 
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オ 経費回収率 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表

した指標です。使用料で回収すべき経費をすべて使用料で賄えている状況を示す

100％以上となる必要があります。 

 

経費回収率 ＝ 下水道使用料 ／ 汚水処理費（公費負担分※13を除く）× 100 

 

本市の経費回収率は減少傾向にあり、令和４年度において56.75％となっており、

類似団体平均を上回っている一方、全国平均を下回っています。また、本市公共

下水道事業の89.75％よりも低いです。なお、法適用前後で汚水処理費の対象経費

が異なるため、令和元年度以前と令和２年度以降に差が生じています。 

今後、将来的な人口減少に伴う使用料収入の減少、維持管理費等の高騰が想定

される中、経費回収率向上のため、経費削減とともに、使用料改定や水洗化率の

向上による使用料収入の確保が望まれます。 

 

 

 

※13 公費負担分とは、地方公営企業の繰出基準に基づく基準内繰入額を指す。分流式下水道等に要する

経費、不明水の処理に要する経費等の基準がある。 

※14 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

  

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 27.65 29.58 27.91 66.78 59.48 56.75

平均 59.80 57.77 59.81 57.08 56.26 52.94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

（％） 経費回収率【R4全国平均 57.02】

図2-5 経費回収率の推移 
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カ 汚水処理原価 

当該指標は、有収水量1㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・

汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。当該指

標の明確な数値基準はありませんが、他団体との比較等で自団体の置かれている

状況を把握し、適切な数値となっているか、確認が必要となります。 

 

汚水処理原価 ＝ 汚水処理費（公費負担分を除く）／ 年間有収水量 

 

本市の汚水処理原価は、法適用前において減少傾向を示し、法適用後の令和２

年度より上昇し、令和４年度においては216.19円/㎥となっています。法適用前後

で汚水処理費の対象経費が異なるため、令和元年度以前と令和２年度以降に差が

生じています。また、令和４年度においては、全国平均や類似団体平均を下回っ

ています。 

本市の農業集落排水整備は完了しており、汚水処理原価の低減のためには、有

収率の向上が必要となります。具体的には、不明水削減等による維持管理費の縮

減、下水道（農業集落排水）PR等の継続により水洗化率を向上させて有収水量を

確保する必要があります。特に十四山西部・十四山東部処理区においては、供用

開始からの経過年数が比較的短く、水洗化率が上昇傾向にあるため、今後、水洗

化率の伸びが期待されます。 

 

 

 

※15 算定対象経費の内容が異なるため、法適用前後で一概に比較できない。 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 472.08 445.58 397.63 182.51 205.41 216.19

平均 263.76 274.35 353.92 274.99 282.09 303.28
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（円/m3） 汚水処理原価【R4全国平均 273.68】

図2-6 汚水処理原価の推移 
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キ 施設利用率 

当該指標は、施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理

水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。 

当該数値の明確な数値基準は無いが、一般的には高い数値であることが望まれ

ます。 

 

施設利用率 ＝ 晴天時一日平均処理水量 ／ 晴天時現在処理能力 × 100 

 

本市の施設利用率は、42～45％程度を推移しています。令和４年度では、晴天

時一日平均処理水量1,451㎥/日に対し、晴天時現在処理能力3,450㎥/日であり、

施設利用率は42.06％となっています。これは、全国平均や類似団体平均値を下回

っています。 

処理能力の半分程度の活用ではありますが、今後の処理水量の大幅な増加は考

えにくく、引き続き安定的な運転管理が求められます。また、処理水量の削減の

ため不明水の調査等が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 43.91 42.81 43.77 44.96 43.51 42.06

平均 51.75 50.68 48.90 54.83 66.53 52.35
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（％） 施設利用率【R4全国平均 52.55】

図2-7 施設利用率の推移 
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ク 水洗化率 

当該指標は、現在処理区域内人口のうち、実際に排水設備等を設置して下水道

を利用している人口の割合を表した指標です。公共用水域の水質保全や、使用料

収入の増加等の観点から100％となっていることが望ましいです。 

 

水洗化率 ＝ 現在水洗便所設置済人口 ／ 現在処理区域内人口 × 100 

 

本市の水洗化率は上昇傾向にあり、令和４年度において84.35％となっており、

全国平均や類似団体平均と同等となっています。公共下水道については平成14年

度の事業着手であるのに対し、農業集落排水については平成５年度の事業着手と

比較的早く、公共下水道の水洗化率49.40％よりも高くなっています。100％を目

指し、引き続き市民への下水道（農業集落排水）PR等の継続により、水洗化率の

向上が望まれます。特に十四山西部・十四山東部処理区においては、供用開始か

らの経過年数が比較的短く、水洗化率が上昇傾向にあるため、今後、水洗化率の

伸びが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 79.95 80.89 82.61 82.07 83.27 84.35

平均 84.84 84.86 85.98 84.70 84.67 84.39
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（％） 水洗化率【R4全国平均 87.30】

図2-8 水洗化率の推移 
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（２）老朽化の状況 

ア 有形固定資産減価償却率 

当該指標は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでい

るかを示す指標で、資産の老朽化度合を示しています。当該指標については、明

確な数値基準はありませんが、他団体との比較等で自団体の置かれている状況を

把握し、適切な数値となっているか、確認が必要となります。 

 

有形固定資産減価償却率 ＝ 有形固定資産減価償却累計額 

／ 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 × 100 

 

本市の農業集落排水事業は、平成５年度に事業着手しており、平成10年度には

十四山北部地区83ha、平成11年度には弥富北西部地区55ha、平成13年度には広大

海地区36ha、平成14年度には鍋田地区37ha、平成15年度には十四山南部地区66ha、

平成20年度には十四山西部地区99ha、平成25年度には十四山東部地区69haの管渠

整備が完了し、翌年度に供用開始しています。令和６年現在で整備開始より30年

程度が経過しており、法定耐用年数50年を超えた管渠は無いため、管渠老朽化率

は０％となっています。 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R１ R２ R３ R４

本市 3.41 6.88 10.21

平均 20.34 21.85 25.19
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（％） 有形固定資産減価償却率【R4全国平均 27.11】

図2-9 有形固定資産減価償却率の推移 
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イ 管渠老朽化率 

当該指標は、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、管渠の老

朽化度合を示しています。当該指標については、明確な数値基準はありませんが、

他団体との比較等で自団体の置かれている状況を把握し、適切な数値となってい

るか、確認が必要となります。 

 

管渠老朽化率 ＝ 法定耐用年数を経過した管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

 

本市の有形固定資産減価償却率は10.21％となっており、全国平均や類似団体平

均を下回っています。また、本市公共下水道事業の5.57％を上回っています。 

本市では令和２年度に法適用したばかりであり、帳簿原価（令和元年度末価額）

に対する減価償却累計額の割合が小さくなっています（図2-9参照）。今後は減価

償却累計額が年々増加し、将来の改築（更新・長寿命化）が必要な資産が多くな

っていくと予想されます。 
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平均 0.00 0.00 0.00
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（％） 管渠老朽化率【R4全国平均 0.00】

法定耐用年数を経過した

管渠は無い

図2-10 管渠老朽化率の推移 

47



 

51 
 

ウ 管渠改善率 

当該指標は、当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新

ペースや状況を把握できます。当該指標については、明確な数値基準はありませ

んが、数値が２％の場合、すべての管渠を更新するのに50年かかる更新ペースで

あることが把握できます。 

 

管渠改善率 ＝ 改善（更新・改良・維持）管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

 

本市では管渠整備の開始より30年程度が経過しており、法定耐用年数50年を超

えた管渠はないことから、管渠老朽化率は０％（改善した管渠なし）となってい

ます。今後は、経年による管渠の老朽化に伴い、管渠改善率の増加が予想される

ため、最適整備構想に基づいた計画的かつ効率的な点検・調査、改築・修繕を図

る必要があります。 
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（％） 管渠改善率【R4全国平均 0.02】

図2-11 管渠改善率の推移 
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２ 将来の事業環境                       

２－１ 行政区域内人口の予測 

将来行政区域内人口については、「弥富市人口ビジョン 令和６年３月」によ

る推計人口を採用しました。この推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所に

よる推計値に施策効果を見込んで推計したもので、第２次弥富市総合計画に採用

した推計人口です。この推計は、現況値より減少を続ける推計となっており、令

和７年に42,551人である人口は、令和17年には41,099人となり、10年間で1,450人

程度減少する推計結果となっています。 

出典）「弥富市人口ビジョン 令和６年３月」 

図2-12 行政区域内人口推計結果 

 
表2-2 行政区域内人口推計結果と人口倍率 

  

H27 R２ R７ R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

人口（人） 43,269 43,059 42,551 41,845 41,099 40,460 39,867 39,242 38,504 37,674

倍率（R２年＝１） - 1.000 0.988 0.972 0.954 0.940 0.926 0.911 0.894 0.875

推計実績
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45,000
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）
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２－２ 施設の見通し 

（１）管渠 

農業集落排水の管渠整備は完了しており、今後の整備予定はありません。 

 

（２）処理場 

処理場についても整備は完了しており、今後の新たな整備予定はありません。 

現在、改築事業（令和５年度より機能強化工事を実施）に着手済みです。 

  

農業集落排水事業における機能強化工事の年度ごとの概算事業費を以下に

示します。 

 

表2-3 農業集落排水機能強化工事の概算事業費 

 
※16 設計費を含む。 

※17 物価上昇を考慮する。 

 

 

  

（百万円）

R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

弥富北西部 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

広大海 0 0 0 8 100 0 0 0 0 0

鍋田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十四山北部 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

十四山南部 62 53 0 0 0 0 0 0 0 0

十四山西部 46 28 0 0 0 0 0 0 0 0

十四山東部 0 0 8 99 100 0 0 0 0 0

6 6 6 7 7 0 0 0 0 0

114 87 14 114 223 0 0 0 0 0

更
新
費
用
等

職員給与費

計

※16 
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２－３ 有収水量の予測 

有収水量は、接続人口の増加及び人口減少の要因により微減を続ける見込みと

なっています。有収水量については、以下の手順で算定しています。 

（１）整備区域内人口は、管渠整備面積と人口密度を基に算定しました。 

（２）水洗化人口は、水洗化率が計画期間に85％から88％へ上昇するものとし

て算定しました。 

（３）流入汚水量は、１人当たりの汚水量原単位と水洗化人口を基に算定しま

した。汚水量原単位は実績相当の値としました。 

（４）有収水量は、流入汚水量と有収率（令和５年度実績）を基に算定しまし

た。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-13 有収水量と整備面積の予測結果 
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２－４ 水洗化率と使用料収入の見通し 

水洗化率はこれまで順調に増加し、令和４年度で84%に達しました。今後も増加

を続けることで、目標年度である令和16年度で88%程度になると推定しました。使

用料収入は、人口減少に伴い減少する見通しです。 

 

 

図2-14 水洗化率と使用料収入の予測結果 

 

 

２－５ 組織の見通し 

下水道課は９人の職員で公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しています。

経営戦略の計画期間内においては、現在の組織体制を維持する計画です。 

 

 

図2-15 下水道課組織図 
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３ 経営の基本方針                       

全国的な人口減少傾向の中で、今後は本市の人口も減少する見込みです。農業集

落排水の役割である「公衆衛生の向上」「公共用水域の水質保全」「農村地域にお

ける資源循環」を持続させるため、適正かつ計画的な経費節減と使用料収入の確保

を基本方針とします。 

 

３－１ 農業集落排水の役割 

農業集落排水の役割は、大きく分けて２つあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 計画的で安定した農業集落排水事業の推進 

上記の役割を計画的に安定して果たすために、本市農業集落排水では次の目標

を掲げます。 

 

施設の老朽化対策 
施設の機能強化を行い、老朽化した施設について、改

築更新を進めます。 

 

 

 

 

公衆衛生の向上 

 トイレ・風呂・炊事・洗濯等による生活排水を下水道に流すこと

により、清潔で衛生的な生活ができます。 

 

公共用水域の水質保全 

 集まった汚水を処理場で適切に浄化して川に戻すことにより、川

や海の水質が保全できます。 
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４ 投資・財政計画（収支計画）                 

４－１ 投資・財政計画（収支計画） 

（１）経営戦略における目標値 

以下のとおり計画期間内の目標を定め、その達成に努めます。 

 

経費回収率の向上 

農業集落排水事業は本市の発展に大きく貢献するもの

であり、事業着手からこれまでに多くの投資を行ってき

ましたが、公共下水道事業に比べ事業規模が小さいこと

から、令和４年度の経費回収率は約57％と、比較的低い

割合となっています。また、計画期間内は50％程度で推

移する見込みとなっています。 

公営企業である農業集落排水事業は、独立採算制の原

則に基づき、効率的な維持管理及び建設投資と適正な使

用料収入による運営が求められていること等を踏まえ、

更なる向上に努めます。 

水洗化率の向上 

本市の農業集落排水事業の水洗化率は順調に伸びてお

り、令和５年度で84％程度に達しています。今後も上昇

を続け、計画期間内には88％程度になると予測していま

す。長期的にも、水洗化率の更なる向上に努めます。 

他会計繰入金の抑制 

農業集落排水事業はその公共性から他会計繰入金も財

源の一部となっているのが現状です。多くの投資が必要

となる中、市全体の財政の負担にならないよう、総務省

通達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入

金（基準外繰入）の抑制に努めます。 

 

 

（２）投資・財政の見通し（税込み） 

上記の目標を達成するため策定した「投資・財政計画（収支計画）」を、 

62、63頁に示します。 
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４－２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

投資額については、主に施設の建設にかかる費用（建設改良費）と、企業債償

還金を計上しています。 

 

■投資額の主な内訳 

建設改良費 

機能強化工事（最適整備構想）の費用及び職員給与費

を計上しています。別途（表2-3参照）、全処理区にて機

能強化工事が予定されています。 

企業債償還金 

令和６年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、

上記建設改良費及び償還元金の財源として起債予定の企

業債に係る償還金を加えて推計しています。 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

上述の投資計画を遂行するための財源については、以下のとおりです。 

 

■収入の主な内訳 

使用料（使用料収入） 

有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入／

有収水量）の実績を乗じて推計しています。使用料収入

は施設の維持管理費の他、企業債償還金にも充当します。 

国（県）補助金 
国（県）による補助金が見込める事業（主に建設事業）

に関しては、補助金を見込んでいます。 

加入分担金 

管渠の整備により利益を受ける住民の方に、建設費用

の一部を加入分担金として負担していただきますが、整

備は完了しているため、見込み額は０としています。 

他会計繰入金 
一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から

通知される繰出基準を踏まえて推計しています。 

長期前受金戻入 

固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助金等

を一旦、繰延収益（長期前受金）として貸借対照表の負

債の部に計上し、取得した固定資産の減価償却に見合う

分を毎年度取り崩して収益に計上しています。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

収支計画のうち投資にかかる建設改良費以外の経費については、過去の投資状

況及び今後の事業計画を踏まえ、支出項目別に検討を行いました。計画策定に当

たって前提とした主な内容は、次のとおりです。 

 

■収支計画のうち投資以外の経費に関する説明 

営業費用（職員給与費） 

整備は完了していますが、機能強化工事に伴い資本的

支出及び収益的支出への計上を行っています。職員数の

増減は予測が困難ですが、実績平均値により将来値を推

計しています。 

営業費用（その他） 

主に施設の維持管理費を計上しています。汚水処理水

量に比例する傾向にあるものと、そうでないものに分け、

前者については処理水量当たりの費用の実績平均値に処

理水量を乗じて算出し、後者については費用の実績平均

値で将来値を推計しています。 

減価償却費 

減価償却費は、建物や機械設備等の長期間にわたって

利用する資産を購入した場合、その購入価額をいったん

資産として計上し、当該金額を資産の耐用年数にわたっ

て規則的に費用として配分して算出しています。 

減価償却費についても、企業債償還金と同様に令和６

年度までに取得済みの資産に係る減価償却費に、令和７

年度以降に取得予定の資産に係る減価償却費を加えて推

計しています。 
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４－３ 投資・財政計画（収支計画）のポイント 

策定した投資・財政計画（収支計画）は、総支出に対して不足する財源を繰入

金として受領することで、計画期間内では収支均衡となっています。しかし、過

度な企業債を負担することなく、施設のライフサイクルコストを最小限に抑えな

がら事業を効率的に運営していくことが重要です。これらの観点から、投資・財

政計画（収支計画）の中でポイントとなる項目について取り上げます。 

 

（１）経費回収率の推移 

農業集落排水事業における計画期間内の経費回収率は、50％程度となります。

経費回収率は使用料収入を汚水処理費※18（汚水資本費＋維持管理費）で除して

算定していますが、この汚水処理費からは、一般会計から繰り入れる費用である

公費負担分を除いています。この繰り入れる費用は、総務省による繰出基準に基

づいた基準内繰入金となっています。本市では各処理区で処理施設を有している

こともあり、汚水処理費が割高になっていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※18 経費回収率算定における汚水処理費は、公費負担分を除く金額である。 

図2-16 経費回収率の予測結果 
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（２）建設改良費と企業債償還金の推移 

農業集落排水事業は整備が完了していますが、今後は機能強化工事を予定して

います。企業債償還金については、計画年次以降も減少を続ける見込みです。 

 

 

図2-17 建設改良費と企業債償還金の予測結果 

 

  

図2-18 建設改良費の内訳 
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（３）他会計繰入金の推移 

本計画における他会計繰入金は、毎年130百万円程度で推移しており、令和８

年度にピークを迎えた後は緩やかな減少傾向となる見込みです。 

使用者負担の原則によれば、収益的収支において、支出は使用料収入で賄うこ

とが望ましいとされていますが、農業集落排水事業は、企業債償還金の増大によ

る収支の不足分を他会計繰入金で補っているのが現状です。なお、企業債償還金

の元金は資本的支出、利子は収益的支出に計上されます。 

資本的収支においては、整備には多額の初期投資を要することから、償還額の

負担は世代間負担の公平性を確保する観点からもやむを得ないものと考えてい

ます。 

しかしながら、適正な負担水準を維持するとともに次世代に過度な負担を先送

りしないためにも、コスト縮減や使用料収入の確保に努めます。 

  

 

図2-19 他会計繰入金の予測結果 

  
表2-4 他会計繰入金の予測結果 

 

 

（２）建設改良費と企業債償還金の推移、（３）他会計繰入金の推移及び維持

管理費の各項目をまとめた図を次頁に示します。計画期間内において、機能強化

工事に伴い各投資の増減はあるものの、企業債償還金や他会計繰入金は減少して

いく見込みです。 
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図2-20 各項目の推移 
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第３章  

共 通 編 
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１ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の

取組の概要 

 

１－１ 投資についての検討状況 

■広域化・共同化に関する事項 

愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた下水道施設の広域化・共同化

の検討に着手しており、本市も広域化・共同化の実現に向け検討（ハード対策及

びソフト対策）を行い、実現性のあるものに着手していきます。また、コミュニ

ティ・プラント及び農業集落排水の公共下水道への接続について検討していきま

す。 

 

１－２ 財源についての検討状況 

■使用料に関する事項 

公営企業である公共下水道事業及び農業集落排水事業は、独立採算制の原則に

基づき、事業を安定的かつ持続的に経営していくため、適正な使用料の設定が求

められています。ただし、急激な使用料の値上げは、市民生活への負担も大きい

ため、十分に精査し慎重に進める必要があると考えています。 

本経営戦略では収支ギャップ改善施策として、使用料収入を複数パターン想定

し、複数案の投資財政計画の検討を行いました。本検討結果を踏まえ、今後は使

用料の見直しについても検討していきます。 

今回策定の投資財政計画の結果、経費回収率は公共下水道事業が100％以上、

農業集落排水事業が50％程度になると推計しました。農業集落排水事業について

は類似団体の令和４年度平均値（公共下水道事業が約87％、農業集落排水事業が

約53％）と同等ですが、100％を目指して努力していきます。 

  ■その他の取組 

   市からの繰入金には基準内繰入金と基準外繰入金がありますが、このうち公費

で負担すべきでない基準外繰入金の解消に努めます。 

 

１－３ 投資以外の経費についての検討状況等 

■民間活力の活用に関する事項 

広域化・共同化の検討の中で民間活力を活用できる業務について、費用対効果

を考慮し検討していきます。 

■動力費に関する事項 

老朽化する施設の維持管理を安定的に行うため、機能強化に伴い省エネ機器を

選定する等、ライフサイクルコストを考慮しながら、コスト縮減に努めます。 

 

 

65



 

69 
 

２ 農業集落排水事業における経費回収率向上のための使用料改定 

の試算 

 
農業集落排水事業の経費回収率※１は、現状使用料では 50％程度です。そこで、経費

回収率を向上させるため、単純にその年度の使用料収入を増額する試算を行ったところ、

経費回収率を100％程度とするためには、現状使用料単価（123円/m3）※２の1.95 倍（240

円/m3）まで値上げする必要があるという結果になりました。また、公共下水道事業と

同様の単価（177 円/m3）とした場合でも、経費回収率は 75％程度までしか上がらない

結果となりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 経費回収率算定における汚水処理費は、公費負担分を除く金額である。 

※２ ここで示す現状の単価は、過年度の使用料収入の総額を有収水量の総量で除したものである。 

図 3-1 経費回収率の試算結果（農業集落排水） 

 
⇒  経費回収率の視点で整理した結果、農業集落排水事業は使用料改定による収入増

では経営が十分に改善されないと想定されます。その改善方法の一案として、将来

においてスケールメリットのある下水道への編入等の対策の可能性についても検

討していきます。ただし、汚水適正処理構想、広域化・共同化計画及び日光川下流

流域の関連市町との調整が必要となります。 

 

３ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

総務省公表の経営戦略策定・改定ガイドラインにおいて、「毎年度、進捗管理を行う

とともに、３～５年ごとに改定していくことが必要」とされており、本市においてもこ

れに準拠します。見直し時点においては、物価上昇率や企業債利率の設定について、新

型コロナウイルス、ウクライナ情勢等の影響を考慮して再度検討します。 

ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改定します。改定に当たっては、

各種経営指標の達成度を検証・評価するものとします。  
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４ 用語解説 

 
用語 説明 

あ行 

維持管理費 

日常の下水道施設の維持管理に要する経費で、処理場、ポンプ場

等の電気代等の動力費、処理場の薬品費、補修費、委託費等とそ

れに係る人件費等によって構成 

一般会計繰入金 

地方公営企業がその経費の一部に充てるため、一般会計から繰入

する資金。総務省が示す繰出基準に沿った基準内繰入金と、事業

運営上の必要性等から独自に繰入する基準外繰入金がある。 

ＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）

は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社

会の実現のため、2030 年を年限とする 17 の国際目標 

汚水資本費 
管路施設を含む汚水処理施設の建設費のうち、使用料として回収

すべき費用 

汚水処理原価 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水量１㎥ 当

たり、どれくらいの経費が汚水処理費用に要するかを見る指標で、

低い方がよい。 

※汚水処理費の対象経費 

 法適用前：地方債等利息＋地方債償還金 

 法適用後：企業債利息＋減価償却費 

か行 

合併処理浄化槽 
し尿及び生活雑排水を処理する浄化槽。し尿のみを処理する浄化

槽を単独処理浄化槽と呼ぶ。 

加入分担金 

（受益者分担金） 

下水道管が敷かれ下水道が利用可能となった地域の土地所有者

が、下水道工事費の一部として負担する費用 

企業債 
地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために

起こす地方債のこと。 

企業債残高対事業

規模比率 

事業規模に比して企業債残高（一般会計負担分を除く。）がどれ

くらいあるのかを見る比率 

繰入金（繰出金） 

一般会計から下水道事業会計に繰り出されるお金（市民の税金）

のこと。基準内繰入金と基準外繰入金がある。一般会計側から見

たときは「繰出金」と呼ぶ。 

繰出基準 

総務省から公営企業に対する一般会計からの繰出基準（一般会計

が負担すべき経費）が示されている。 

・繰出基準に合致する経費は基準内繰入と呼ぶ。 

・繰出基準に合致しない経費は基準外繰入と呼ぶ。 
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経営比較分析表 

地方公営企業の経営の状況や施設の状況等の各種指標を経年的に

グラフ形式で示したもの。経年比較や他団体との比較分析によっ

て、経営の現状や課題を把握することができる。 

経常収支比率 

経常収益/経常費用×100 で計算され、使用料収入や一般会計か

らの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた費用を

どの程度賄えているかを表す指標 

経費回収率 
汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指

標。汚水処理に係る全ての費用を使用料により賄うことが原則 

減価償却費 

土地を除く建物、備品、車両運搬具等の有形固定資産の価値は、

時の経過に伴い減少するため、会計上の１期間において、費用と

して計上される当該有形資産の減少分の金額 

建設改良費 固定資産の新規取得またはその価値の増加のために要する経費 

公共下水道 

主として市街地における下水を排除または処理するために市町村

が管理する下水道。広義では特定環境保全公共下水道及び特定公

共下水道も含み、狭義ではこれらは含まない。 

広域化・共同化 
効率的な事業運営を目的に、複数の汚水処理施設の統合や運営・

管理を一括で行うことを指す。 

国立社会保障・人

口問題研究所 

厚生労働省の施設等機関で、日本の将来推計人口・世帯数（全国・

地域）の作成・公表を行っている。 

コミュニティ・プ

ラント 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて市町村が定め

る「一般廃棄物処理計画」に沿って設置され、管渠によって集め

られたし尿及び生活雑排水を併せて処理する施設 

さ行 

施設利用率 

施設の一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の

割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。一般的

には高い数値であることが望ましい。 

（算式）晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100％ 

指定管理者制度 

地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業

会社やその他の団体に委託することができる制度。施設の管理、

運営に民間のノウハウを導入することで、効率化を目指す。 

資本費 

借り入れた企業債の元利償還金と取扱諸費の合計に相当するも

の。企業会計方式を採っている場合、資本費は減価償却費、企業

債等支払利息及び企業債取扱諸費が相当する。 

資本的収支 
企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良に係る

企業債償還金等の支出と、その財源となる収入 

収益的収支 
一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに

対応する全ての費用 
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浄化槽 
各家庭、小規模団地等にて、し尿や生活雑排水を浄化し排出する

ための施設 

使用料 下水道事業を使用する際の利用料金 

使用料単価 

使用料の対象水量１㎥当たりの使用料収入で、使用料の水準を示

す。 

（算式）使用料÷年間総有収水量（円/㎥） 

水洗化率 
下水道の処理区域内人口のうち、実際に排水設備等を設置して下

水道に接続している人口の割合 

全県域汚水適正処

理構想 

県内市町村全域の汚水処理施設の整備を計画的・効率的に進める

ため、地域特性等を考慮して、公共下水道、農業集落排水施設及

び合併処理浄化槽の各種汚水処理施設の特長を活かした整備区域

を設定する構想。県内の全市町村が一斉に策定し、県が県全体の

構想として取りまとめる。 

た行 

他会計繰入金 一般会計繰入金のことを指す。 

地方公営企業 

地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業。企

業として合理的、能率的な経営が求められ、租税ではなく提供す

るサービス等の対価である使用料収入によって運営される。 

法令により地方公営企業として運営することが義務づけられてい

る上水道、鉄道、電気、ガス等の事業のほか、その他の事業でも

条例により任意で地方公営企業として運営することもできる。 

一般会計が現金主義・単式簿記方式を採っているのに対して、地

方公営企業は企業会計方式により経理が行われる。 

長期前受金 

（戻入） 

償却資産の取得または改良に伴い交付される補助金等について

「長期前受金」として負債に計上し、耐用年数に応じて毎事業年

度「長期前受金戻入」として収益化する。 

な行 

農業集落排水 

農業地域の生活環境向上や農業用水の水質保全等を目的に、各家

庭のトイレやお風呂等から出た汚水を、下水道管を通じて処理場

に集め、汚水処理を行ったのち、川に放流するための施設 

は行 

ＰＦＩ 

民間のノウハウを活用し、公共施設等の整備、運営等を行う手法

である。ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は民間の資金、

経営能力及び技術能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、

運営等を行う公共事業を実施するための手法 
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ＰＰＰ 

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームをＰＰＰ

（Public Private Partnership：公民連携）と呼ぶ。ＰＦＩは、

ＰＰＰの代表的な手法の一つ。水道や下水道、工業用水道等、水

分野の公共施設を対象とした新しい官民連携方式をウォーターＰ

ＰＰと呼び、令和５年度版ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン

（内閣府）より強く促進されている 

包括的民間委託 

従来の仕様発注に基づく業務委託と違い、民間業者に対して施設

管理に放流水質等の一定の性能の確保を条件として課す性能発注

方式。運転管理方法等の詳細や電力、水道及び薬品等の調達や補

修の実施等、民間業者の業務範囲を増やすことにより、民間活力

を導入し維持管理コストの縮減を図る手段の一つ 

や行 

有収水量 使用料徴収の対象となる水量 

有形固定資産減価

償却率 

有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産

の帳簿原価×100 で計算され、有形固定資産のうち償却対象資産の

減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標 

ら行 

流域関連公共下水

道 
流域下水道に接続して下水を流す公共下水道 

流域下水道 
二つ以上の市町村にまたがって下水道を整備する際に、都道府県

が管渠の一部及び処理施設の設置管理するものをいう。 

流動資産 預金や受取手形等、１年以内に現金化が可能な資産 

流動比率 
流動資産/流動負債×100 で計算され、短期的な債務に対する支払

能力を表す指標 

流動負債 １年以内に支払いを要する負債 

ライフサイクルコ

スト 

施設・設備における新規整備、維持、修繕、改築等を含めた生涯

費用の総計をいう。 
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